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小型船舶の安全対策の推進 

～第３次交通ビジョンを踏まえた取組み～ 

 

海上保安庁では、平成１５年以降、交通政策審議会から概ね５年間の中期的な船

舶交通安全政策の方向性等について答申を受け、これを「交通ビジョン」と位置づ

けて各種安全対策を進めてきました。 

平成２５年１０月、交通政策審議会から第３回目となる「船舶交通の安全・安心

を目指した取組み」が答申されたことから、海上保安庁では、これを「第３次交通

ビジョン」として、平成３０年までに小型船の事故を約３割減少させる等の目標を

掲げ、各種安全対策を推進していくことにしています。（別紙１参照） 

 

第四管区海上保安本部管内の船舶事故は、年間約１４０隻の船舶事故が発生して

おり、ここ１０年間ほぼ同レベルで推移しています。 

船舶種類別でみると、小型船舶（プレジャーボート、漁船、遊漁船）の事故が全

体の７割以上を占めており、事故隻数も平成１５年から１９年の５年間の年間平均

隻数が９６隻に対し、平成２０年から２４年の５年間の年間平均隻数が１０６隻と

やや増加傾向にあります。 

 

 したがって、第四管区海上保安本部としては、このような状況を踏まえ、船舶事

故全体の７割を占める小型船舶について特に重点を置き、「関係機関（中部小型船

安全協会等）と連携した指導・啓発体制の強化」、「簡易型ＡＩＳの普及促進」等、

安全対策に取り組むことにより、船舶交通の安全・安心を向上させていきます。 

 

 

 

 

問合せ先 
 海上保安庁 

第四管区海上保安本部 
交通部企画課長 小野 

  電話 ℡052-661-1611（内線 2610） 
    （直通）052-652-1329 



 

別紙１ 

第３次交通ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参 考〕 

・第一次交通ビジョン（平成１５年から平成１９年） 

・第二次交通ビジョン（平成２０年から平成２４年） 

１．ふくそう海域の安全対策
２．準ふくそう海域の安全対策
３．港内船舶交通の効率化・安全対策
４．小型船舶の安全対策
５．航路標識の整備・管理の在り方
６．大規模災害発生時における船舶交通の安全対策
７．戦略的技術開発

１．ふくそう海域における衝突・乗揚事故の低発
生水準の維持

２．港内等における衝突・乗揚事故の減少

３．小型船舶における事故の減少

≪７つの課題≫ ≪３つの目標≫



 

○四管区における海難発生状況 

   管内の船舶事故全体の７割以上を小型船舶が占めています。 
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   事故種別・原因をみると、プレジャーボートでは、機関故障、衝突、乗揚の順

で発生しており、その原因としては、見張り不十分、機関取扱不良、操船不適切

の順となっています。 

また、漁船・遊漁船に関しては、衝突、運航阻害、転覆の順で発生しており、

その原因は見張り不十分、操船不適切、居眠り運航の順となっています。 

プレジャーボートの事故状況（過去５年間合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁船・遊漁船の事故状況（過去５年間合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衝突

85隻 43%

運航阻害

38隻 19%

転覆

15隻 7%

火災

13隻 6%

乗揚

12隻 6%

推進器障害

11隻 5%

機関故障

9隻 4%

その他

21隻 10%

漁船・遊漁船 

事故 
 

204 隻 

機関故障

73隻 22%

衝突

54隻 16%

乗揚

42隻 13%

運航阻害

40隻 12%

推進器障害

29隻 9%

浸水

28隻 9%

転覆

22隻 7%

その他

40隻 12%

プレジャーボート 

事故 
 

328 隻 

見張り不十分

46隻 14%

機関取扱不良

43隻 13%

操船不適切

38隻 12%

気象海象

不注意

29隻 9%

船位不確認

15隻 5%

水路調査

不十分

13隻 4%

その他の

人為的要因

69隻 21%

材質・構造不良

18隻 5%

不可抗力等

57隻 17%

人為的要員 

253 隻 

78％ 

不可効力等 

75隻 

22％ 

見張り不十分

77隻 38%

操船不適切

18隻 9%

居眠り運航

12隻

6%
気象海象

不注意

6隻 3%

機関取扱不良

4隻 2%

船位不確認

4隻 2%

その他の

人為的要因

15隻 7%

材質・構造不良

8隻 4%

不可抗力等

60隻 29%

人為的要員 

136 隻 

67% 

不可効力等 

68隻 

33％ 



 

○小型船舶の事故減少目標（四管区の目標） 

四管区海上保安本部の管内における小型船舶の事故発生傾向（船舶事故全体に占

める割合、人為的要因の割合）は、全国的な傾向とほぼ同様であり、第３次交通ビ

ジョンに掲げられている目標と同様に、小型船舶（プレジャーボート、漁船、遊漁

船）の事故のうち、不可抗力によるものを除く約７割の事故について、平成２０年

から２４年までの年平均７９隻に対して約３割減少させ、年間５５隻以下とするこ

とを目標とします。 
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  ※不可抗力・・・異常気象による転覆や沈没、他船に衝突される場合等 

 

 



 

○小型船舶の安全対策にかかる具体的主な取り組み 

１ 関係機関等と連携した指導・啓発体制の強化 

中部小型船安全協会が実施する海難防止講習会や安全パトロールに協力し、一

般市民に対し、交通ルールの周知、操船技術の指導等、広くマナーの向上を呼び

かけ、安全意識向上の裾野の拡大を図ります。 

 その他、海上安全指導員等の民間ボランティアや関係機関とも連携し、全国海

難防止強調運動（7/16～7/31）、小型船舶操縦免許取得（更新）講習会や遊漁船

主任者講習会など、小型船舶操縦者が多く集まる場を活用し、啓発活動を実施し

ていく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

２ 簡易型ＡＩＳの普及促進 

 ふくそう海域における一般船舶と漁船等小型船舶の衝突事故の防止を図るため、

漁船等に対する簡易型ＡＩＳの普及促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

○海難防止の取り組みによる効果があると考えられる海難事例 

   

簡易型ＡＩＳの普及促進 

平成２６年１月１７日午前４時４５分頃、三重県鳥羽市沖にて自動車運搬船Ｍ号

（約８,０００トン）と漁船Ｄ丸（約１４トン）が衝突しました。 

Ｍ号は宮崎から名古屋向け航行中、Ｄ丸は愛知県の漁港から漁場向け航行中のと

ころ、Ｍ号が避航動作をとったが間に合わず、Ｍ号の左舷中央とＤ丸の船首が衝突

したものです。 

漁船に簡易型ＡＩＳが搭載されていれば、早期に漁船の動静を把握することが可

能であり、早めの避航動作をとることが可能でありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生位置発生位置

 


